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お役立ち情報を毎週配信致します！ 是非ご活用ください！ 

 

 『困ったなぁ』『どうしよう』 

そのお悩みをお聞かせください。    

☎丹生川 78-2002／☎上宝 86-2354 

セミナー案内（飛騨会場） 

2019働く女性のためのキャリアアップ講座 

日本政策金融公庫金利情報 

マル経貸付 １.2１% 

（R1.8.29現在） 

お気軽にお問合せ下さい。 

商工会のＷＥＢセミナー 
高山北商工会ＨＰ 

ＩＤ：2032 

ＰＷ：2032 

 高山北商工会本所 
TEL：0577-72-4130 

FAX：0577-72-4514 

【ご案内】  

令和元年度中小企業合同新入社員研修 

 県内中小企業の新入社員（入社 3 年目まで対象）の人

材育成と職場への定着推進を目的として下記の通り開催さ

れます。 

記 

・日  程 １０月３１日（木） ９：３０～１６：３０ 

・場  所 飛騨・生活文化センター 

 

・研修内容 入社からこれまでを振り返り、ビジネスマナ

ーやコミュニケーション力、モチベーションの向上を目指

したグループワーク中心のフォローアップ研修。他社の新

入社員と気軽に意見交換できる参加者交流会も開催 

 

・対  象 県内中小企業の入社３年以内の社員 

・定  員 １０名 

・参加費  無料 

・申込方法 参加申込書にて株式会社ネクステージ宛にＦ

ＡＸ又はＥmailにて申込ください。 

 fax：0584-77-3782 Ｅmail：kensyu@nextage-com.jp 

※参加申込書につきましては「キャリアネクステージ」で

検索 または、商工会各支所へお問合せください。 

 仕事と家庭の両立をしながら、自分らしく働き続けてい

る「ぎふジョ！」の皆さん対象に実戦で役立つスキルを身

につける講座が開催されます。 

 飛騨会場では、「ビジネススピーチ力アップ術」を行い

ます。受講料「無料」、「無料託児あり」で下記の日程で行

われます。 

             記 

 日時：１０月１９日 土曜日 

  １３：３０～１５：３０（受付１３：００～） 

 会場：高山市文化会館 ４-４中会議室 

 内容：伝わるプレゼンで人は動く！ 

    ～ビジネススピーチ力アップ術～ 

 講師：北平純子氏 

    オフィスコトノハ株式会社 代表取締役 

申込：「概要チラシ」裏面に必要事項を記載のうえ、FAX

またはメールにて、下記申込先へお申込み 

問い合せ先 

Dearぎふジョ！プロジェクト事務局（株式会社中広内） 

TEL：058-247-2260（月～金／９～１７時受付） 

FAX：058-248-7775（２４時間受付）        

MAIL：gifujo@chuco.co.jp 

※概要チラシにつきましては、ぎふジョＨＰ（セミナー

講習会ページ）にて印刷 又は、商工会各支所へお問合せ

ください。 

 
【お知らせ】ホームページ作成サービス「ＳＨＩＦＴ」の終

了及び後継サービス「グーペ」への移行について 

 ホームページ作成サービス「ＳＨＩＦＴ」につきまし

て、令和２年３月末日をもってサービスが終了となりま

す。引き続きご利用をご希望される会員様につきまして

は、後継サービスの「グーペ」へ移行となります。 

 「ＳＨＩＦＴ」でのホームページ作成をご利用頂いて

おります会員様につきましては、商工会職員より現在の

使用状況と「グーペ」への移行についての意思確認のご

連絡をさせて頂きます。 

 「グーペ」への移行をご希望される場合は、確認の際

にお申し出ください。 

 

みんなのコラム～今、気になるニュース～ 

 企業の健康保険組合で構成する健康保険組合連合会

（健保連）が花粉症の薬を保険適用外することを提言し

たというニュースがありました。これにより医療費が６

００億円程度削減できるという試算が出ているそうで

す。 

これについては「医療保険存続のために何らかの削減が

必要なのは間違いないが、花粉症は若年者や働く世代の

罹患者が多いため、花粉症の治療は労働力担保のために

も保険適用が望ましいのではないか」として反対意見も

多いようです。 

私も毎年 2 月のハンノキに始まり、スギ・ヒノキと続き

5 月半ばには一旦治まるものの、この時期（秋口）には

目のかゆみやくしゃみが発症、結果 1 年の半分くらいは

アレルギー症状と付き合っているような状況なので、花

粉症は保険適用であってほしいと切に願っています。

【久】 
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